
函館市青少年研修センターの概要

施設名 函館市青少年研修センター

担当部局 教育委員会 生涯学習部 生涯学習文化課（電話 0138-21-3445）

所在地 函館市谷地頭町５番１４号

目 的 団体宿泊研修その他団体活動を通じて青少年の健全な育成と，市民

の生涯学習活動の推進をはかることを目的とします。

事業概要 函館市青少年研修センターの管理運営

開館時間等 ① 団体宿泊研修以外の施設の使用時間 9:00～21:00

② 休館日 ・月曜日

         ・国民の祝日（その日が月曜日に当たるときはその翌日）

    ・12 月 29 日～1月 3 日

施設概要 ① 昭和 8 年 7月 21 日開所

② 構造：木造・鉄筋コンクリート造・鉄骨 2 階建

③ 敷地面積：8,395.02 ㎡ 建物面積：2,178.48 ㎡

④ 洋室宿泊室，和室宿泊室，リーダー室，大研修室，中研修室，小研

修室，体育館，食堂，大浴場，小浴場

指定管理者が

行う業務内容

①維持管理に関すること

施設内外の清掃，塵芥処理，警備業務，消防設備の保守点検，受水槽

の清掃，ボイラー設備の保守点検，油分離槽清掃 など

②事業の実施に関すること

・青少年の団体宿泊研修，レクリエーションおよび野外活動のため

の研修センターの施設の提供ならびにこれらの活動に係る指導およ

び助言に関すること。

・青少年の活動に係る研修，講座等の開催および青少年教育その他

の社会教育にかかわる団体の指導者の養成に関すること。

・市民の生涯学習活動の推進のための研修センター施設の提供に関

すること。

・研修センターの特色，立地条件等を活かした事業。

・ボランティアの育成事業，養成講座の企画・開催，ボランティア

の積極的な受入，活動の場の提供等に関すること。

・その他研修センターの設置目的を達成するために必要な事業。

※指定管理者の応募に当たり，研修センターの設置目的に沿った

事業の実施について提案していただきます。

③ 利用者に関すること

・窓口業務，利用者への案内・説明業務，利用者へのサービス提

供に関する業務，利用促進 に関する業務など

・団体宿泊研修による使用および団体宿泊研修以外による使用の



受付，使用許可申請および 許可など

※施設の予約・承認・利用等の手続，方法については平等利用を

確保すること。ただし，施設の設置目的に鑑み，学校等の利用を

優先して受け入れること。

④食事提供に関すること

・研修センターの利用者に対して食事を提供する業務を行ってもら

います。厨房設備類については無償で貸与し，業務を行ううえで必

要な電気料，水道料および下水道使用料は当該施設の管理に係る委

託料に含み，燃料費（ガス料金），消耗器材の費用は指定管理者の

負担となります。

また，業務を行うにあたり，食品衛生法による営業許可を受ける

こと等が必要となります。

なお，利用者が支払う食事料金の額は，函館市教育委員会の承認

を得て，適正な食事料金を設定してもらいます。

（参考）平成２６年４月１日現在食事料金

朝食５００円，昼食５００円，夕食７５０円

⑤寝具類の用意・提供に関すること

研修センターの団体宿泊研修利用者に対して，次のような宿泊用

寝具類を準備，設置し，提供することとします。

・マット

・敷き布団

・毛布

・掛け布団

・枕

・シーツ

・枕カバー

⑥その他教育委員会が定める業務

利用者の要望への対応，教育委員会との連絡調整 など

施設管理

運営経費

市から指定管理者への指定管理料および指定管理者が収受する利用料

金によります。

条例 函館市青少年研修センター条例

現指定管理者 ＮＫ函館地域教育グループ

関連リンク http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014011500518/


